
 

会員募集 

★千葉市在住で視覚に不安のある方 

会員同士の親睦や情報交換などをはかる 

ために下記の活動をしています。 

会費 年３０００円 入会金なし 

会員活動 

① 福祉に関する研修 

② 研修旅行 

③ 千葉市視覚障害者福祉大会 

④ 住みよい街づくりのための街点検 

⑤ 新年を祝うみんなの集い 

⑥ サークル活動 

⑦ 会報（年２回） 

その他 

 

 

賛助会員募集 

★当協会の活動に賛同･ご支援いただける方 

当協会は賛助会員の方々に支えられて活動

を行っています。会員の方には年 2 回発行 

の会報をお届けします。 

会費 年２０００円 

 

 

 

同行援護事業所 

ゆ め み ら い 
 

令和７年２月１日 開設 

★同行援護サービス 

通院はもちろん、趣味や余暇活動・旅行など、外

出を支援するサービスです。 

事前契約が必要です。 

★代筆・代読支援員派遣事業 

無料 １回につき２時間まで 

居宅介護等、他のサービスで対応可能なものは

対象外になります。 

事前登録が必要です。 

お気軽にご相談ください。 

 

特定非営利活動法人 

千葉市視覚障害者協会 

 

当協会は 千葉市内唯一の視覚障害当事者の

団体です。視覚障害者福祉の向上と共生社会

実現のために活動しています。 

親睦や情報交換などを通じ、ボランティアの

皆さんと一緒に明るく楽しく自分らしく生活

していけることをモットーにしています。 

また、当事者だけでなく、ご家族や支援者の

ための活動も行っています。 

お気軽にご連絡ください。 

 

2025.10 月 

 

〒２６０－０８４４ 

千葉市中央区千葉寺町１２０８－２ 

(ハーモニープラザ３階 千葉市身体障害者連合会内) 

電話/FAX ０４３－３１２－００６８ 

９：３０ ～ １６：００（平日） 

メール FJP70125@nifty.com 

〒２６３－００４３ 

千葉市稲毛区小仲台２－１１－２ 

メゾン･DE･クレイン 202 号室 

電話/FAX ０４３－３５６－６６２４ 

９：００ ～ １７：００（平日） 

メール yumemirai0201@outlook.com 

ヘルパー募集中！ 



千葉市視覚障害者協会 
 

★会員でなくても参加・利用できます。 

★予定が変更になる場合もありますので、 

事前にお問い合わせください。 

０４３－３１２－００６８ 

（平日 ９：３０～１５：３０） 

 

相談 

【相談室】（予約不要） 

同じような人と話したい、相談したい方、 

気軽にご参加ください。 

日時：毎週木曜日 

１０：００～１５：００ 

場所：ハーモニープラザ３階 

団体活動コーナー 

【個別相談】（予約制） 

相談員や歩行訓練士が個別相談・ 

点字訓練・生活訓練ほかに応じます。 

また、支援者の相談にも応じます。 

日時：毎週火曜日 

場所：ハーモニープラザ３階 

団体活動コーナー 

 

各種講座 

【健康体操講座】 

日時：５月～３月 主に第３火曜日 

１０：００～１２：００ 

場所：ハーモニープラザ１階 

多目的ホール 

 

【音楽 ｄｅ リフレッシュ】 

日時：毎月第３金曜日 

１０：００～１２：００ 

場所：療育センター 

 

【サウンドテーブルテニス】 

日時：毎月第３金曜日 

１３：３０～１５：３０ 

場所：療育センター 

 

【社会研修（バス旅行）】 

開催日：未定（年１回、3 月頃） 

 

【手芸講座】 

開催日：主に第４金曜日 

場所：療育センターほか 

 

【ICT（スマホ・PC）相談会】 

日時：月１回（要問合せ） 

１０：００～１４：４０ 

場所：生涯学習センター 

 

 

 

 

各種訓練 

歩行訓練士がご自宅まで訪問し、 

自宅・自宅周辺で訓練を行います。 

【歩行】 

伝い歩きや手引き歩行の受け方から、 

白杖を用いた単独歩行訓練など、 

一人ひとりにあわせて行います。 

【コミュニケーション（文字処理）】 

点字・パソコン・スマートフォン・ 

拡大読書器やルーペ・手書き文字など、 

読み書きに関する訓練を行います。 

【日常生活動作】 

食事・金銭管理など身の回りのことから 

調理・掃除などの家事まで、 

日常生活上必要な動作を視覚に頼らずに 

行うための工夫や訓練を行います。 

【その他】 

生活自立と社会参加を果たすために 

必要な相談や情報提供などを行います。 

家族の支援技術に関する相談にも応じます。 

★訓練費は基本無料です。 

歩行訓練・調理訓練等、ご自身にかかる 

実費のみ負担 

 


